
新潟市公告第３３５号

入  札  公  告

 下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定

に基づき公告します。

 平成２９年６月２２日

                            新潟市長 篠 田  昭

１ 入札に付する事項

（１）品 名 小型動力ポンプ付き普通積載車

（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり ２台

（３）契約の条項を示す場所 新潟市財務部契約課

（４）入札日時・場所 平成２９年７月１３日 午後１時３０分

新潟市役所分館４階契約課入札室

（５）履行期限・履行場所 平成３０年３月２日

仕様書のとおり

（６）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第 2号により免除
（７）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当

するときは無効とし，入札者が談合その他不

正な行為をしたと認められる場合はその入札

の全部を無効とします。

（８）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条の規定に該当する場

合のほか，対象の入札参加資格者が少数で，

競争性が確保できないと判断される場合は，

入札を中止することがあります。

（９）談合情報等により公正な入札が行わ

れないおそれがあるときの措置

談合情報等により，公正な入札が行われない

おそれがあると認められるときは，前項の規

定によるほか，抽選により入札者を決定する

などの場合があります。

（１０）契約保証金 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定

によります。

（１１）予定価格 公表しません。

（１２）最低制限価格 設けません。



（１３）契約締結について議会の議決を要

するための仮契約

無

２ 入札参加資格の要件

 （１） 新潟市内に本店，支店または営業所があり，かつ，当該本支店等が本市の競争

入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

（３） 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規程の基づく指名停止措置

を受けていない者

（４） 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領での別表２の１０（暴力的不法

行為）の適用に該当しない者であること。

（５） 「メンテナンス対応等証明書」（別紙１－１，別紙１－２），「同等品申請書兼承

認書」（別紙２）を提出できるものであること。

３ 入札の参加手続

（１） 一般競争入札参加申請書（別記様式第２号）を２部持参し，申請してください。

申請の際には，メンテナンス対応等証明書（別紙１－１，別紙１－２）を１部

添付してください。

なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

 （２） 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係

        〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１

        新潟市役所第分館４階

        電話  ０２５－２２６－２２１３

        ＦＡＸ ０２５－２２５－３５００  

 （３） 入札参加申請期限  平成２９年７月５日

 （４） 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前９時～午後５時

        （土・日・祝日を除く）

４ 質疑書の提出について 

説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，下記により，必ず質疑書を提出

してください。提出は，入札参加資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対

して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出してください。       

① 様式   別紙様式に準じて作成してください。

 ② 提出期限 平成２９年６月３０日 午後５時まで

 ③ 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係

 ④ その他  電話での受付は一切しません。



      ＦＡＸ（０２５－２２５－３５００）のみの受付となります。

回答は，個別にＦＡＸするほか７月５日に入札控室に掲示します。

連絡用に返信用ＦＡＸ番号を記入願います。

      質疑書には，正確な番号及び品名を記入願います。

５ 入札時の注意事項

① 入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。

② 代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。

③ 落札者の決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数の金

額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は，消費

税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の

１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，入札金額の訂

正は無効とします。

④ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。

⑤ 入札に参加される人は，入札参加申請者毎に原則１名とします。

⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度入札を１回行いま

す。

６ 落札者の決定

落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。

ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決

定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。



別記様式第２号

一般競争入札参加申請書

  年  月  日 

（宛先）新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

                 商号又は名称

                 代表者氏名                 印

                 担当者

（電話番号                ）

（ＦＡＸ番号               ）

   下記入札の参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，新潟市物品に関

する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の規定により申請し

ます。

記

公告年月日 平成２９年６月２２日

公 告 番 号 新潟市公告第３３５号

品   名 小型動力ポンプ付き普通積載車



別紙様式

質    疑    書

年   月   日

住 所

商号又は名称

代表者氏名                 印

（担当者                 ）

（ＦＡＸ番号               ）

１ 公告番号  新潟市公告第３３５号

２ 品  名  小型動力ポンプ付き普通積載車

質  疑  事  項



別紙１－１

メンテナンス対応等証明書

調達物品名【小型動力ポンプ付き普通積載車】

１ 当該車両のメンテナンスが行える整備工場

（１） 最寄りの整備工場

・整備工場名称

  ・所在地

  ・電話番号

（２） 競争入札参加希望者との関係

直営・協力 （該当するものを「○」で囲む。）

「協力」に該当する場合は，競争入札参加希望者等の契約状況を明らかにする契約書又は代

理店証明書の写しを添付すること。

（３）整備を実際に担当する人員（サービスエンジニアを含み常駐者であること）及び担当者名

   人員    名

   担当者名

（４）点検整備及び修理依頼から着手までの所要日数は，１日で対応いたします。

２ 部品供給体制

（１） 部品供給の総括窓口及び担当者名

  総括窓口

  担当者名

  電話番号

（２） 供給系統（フローチャート図）

（３） 依頼から納品までの所要日数は，２日以内で対応いたします。



別紙１－２

３ 技術員の派遣体制

（１） 最寄りの整備工場の派遣体制

  ア 緊急時の連絡系統

  イ 現地への派遣方法

  ウ 現地到着までの所要日数は，１日以内で対応いたします。

（２） メーカーの技術員又はその他の技術員の派遣体制

  ア 緊急時の連絡系統

  イ 現地への派遣方法

  ウ 現地到着までの所要日数は，２日以内で対応いたします。

上記のとおり証明いたします。

平成  年  月  日

（宛先）新潟市長

    （競争入札参加希望者）住  所

               会 社 名

               代表者名                 印



別紙２

同等品申請書兼承認書

調達物品名  小型動力ポンプ付き普通積載車

                         （ ／ 枚）

No. 品名（材料） メーカー名・型式 諸元 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10     

※上記のとおり同等品の認定を申請いたします。

平成  年  月  日   

  住  所 

  会 社 名 

  代表者名                                   

※上記の申請品を同等品として承認いたします。

平成  年  月  日   

 新潟市消防局警防課長                    



平 成 ２ ９ 年 度 

小型動力ポンプ付き普通積載車仕様書 

（固定配管仕様） 

新潟市消防局 
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第１ 総 則 

１ 目 的 

この仕様書は，新潟市（以下「当市」という。）が平成２９年度に購入する小型動力

ポンプ付き普通積載車（以下「本車両」という。）の仕様について定める。 

２ 適合法令等 

本車両の製作は，仕様書及び承認図書によるほか，次に掲げる法令等に適合し，緊

急自動車として承認を得られるものとする。 

（１）動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和６１年１０月１５日自治省令

第２４号） 

（２）道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号） 

（３）道路運送車両の保安基準（昭和２６年７月２８日運輸省令第６７号） 

（４）その他の関係法令等 

３ 車両概要 

本車両は，１．２５トン平ボディ・ダブルキャブ型シャシーに，小型動力ポンプ（Ｂ

－２級）を積載し，積載した状態で放水・吸水ができるように固定配管及び車体側面

に操作パネルを備え，迅速確実な消防活動を行うことができる消防団車両である。 

４ 製作上の問題処理等 

（１）車両の保管責任は当市の最終検査を受けるまでの間は，受注者が負うものとする。 

（２）仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要な場合は，当市とその都度速

やかに協議し，承認を得たあと施工すること。 

（３）仕様内容については，当市の解釈に従うものとする。 

（４）本車両製作にあたり，工業所有権その他の法令等に抵触する問題が生じた場合は，

受注者においてこれらの問題を解決し，その旨を当市に報告すること。 

５ 製作上の注意 

車体は，常時登録された車両総重量の状態において十分耐え得るもので，次のとお

りとする。 

（１）標準装備以外の各装置及び部品の取付けは，ボルト締めを原則とすること。 

（２）車体全般にわたり，防水，防食及び防錆措置を十分行うこと。 

（３）清掃，点検，調整及び修理が容易に行えるものとすること。 

（４）使用取扱い上の安全性及び操作性を十分考慮すること。 

（５）全体的に重量軽減を図り，前後左右の荷重バランスを十分考慮すること。 

（６）装備品等は機能的，かつ，バランスよく配備すること。 

（７）堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり，かつ維持管理が経済的に行え

るものとすること。 

（８）洗浄ができ，かつ，残水等の生じない構造とすること。又，車体等で塗装剥離の

恐れのある部分には，適切な保護対策を講ずること。 
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（９）法定点検整備が容易に行える構造とすること。 

第２ 提出書類 

１ 承認図書 

契約後速やかに当市と細部打合せを行うものとし，細部打合せ後１ヶ月以内に次の

書類（Ａ４版に製本）を３部提出し，承認を受けること。 

なお，承認後１部を受注者へ返却するものとする。 

（１）製作工程表 

（２）製作図等 

ア シャシー３面図 

イ シャシー諸元明細書 

ウ ぎ装外観５面図（縮尺１：２０） 

エ 装備品取付図 

オ 配管図及び配管系統図 

カ 電気系統配線図 

キ 使用資機材明細一覧表（メーカー名及び型式） 

ク その他当市が指示するもの 

２ 着手届 

承認図書の承認を受けた後，着手届を１部提出し，着工すること。 

３ 進ちょく状況の報告 

製作工程ごとの進ちょく状況を示す書類，写真を１部提出すること。 

４ 完成図書 

納入時に次の書類（Ａ４版のファイル）を２部提出すること。 

（１）製作図 

（２）自動車車検証の写し 

（３）自動車損害賠償責任保険証明書の写し 

（４）リサイクル券の写し 

（５）シャシー取扱い説明書 

（６）整備要領書 

（７）緊急自動車届出確認証の写し 

（８）改造自動車等審査結果通知書の写し 

（９）ポンプ取扱い説明書及び整備要領書 

（10）装備品等一覧表（保証書付き）及び取扱い説明書 

（11）主要資機材一覧表（保証書付き）及び取扱い説明書 

（12）納品書，納品明細書 

（13）その他当市が指示するもの 
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５ 写真（カラーＥ版，又はデジタルカメラ写真と写真を保存したＣＤ） 

次に掲げる写真（Ａ４版ファイルで製本）を，それぞれの指定部数提出すること。 

（１）完成車両（新規登録後でナンバー付き）の前後左右，斜め前後左右及び上方向か

ら撮影したもの                          ３部 

（２）製作工程に基づくシャシーから完成車までの状況を撮影したもの   １部 

（３）塗装状況が確認できるもの（工程ごと）              １部 

（４）付属品を撮影したもの                      １部 

（５）その他当市が指示するもの                  指定部数 

第３ シャシー 

１ 諸元及び性能 

（１）型式        ダブルキャブオーバー型（４ドア） 

（２）駆動方式      後輪又は四輪駆動 

（３）総排気量      １，６００ｃｃ以上 

（４）トランスミッション オートマチック 

（５）ステアリング    パワーステアリング 

（６）乗車定員      ５名以上 

（７）バッテリー     寒冷地仕様

２ 装備品 

（１） 後退警報器（ＯＮ・ＯＦＦ切替スイッチ付き） 

（２）専用エアコン（純正部品） 

（３）純正カーラジオ（ＡＭ，ＦＭ付き） 

（４）サンバイザー（運転席及び助手席） 

（５）サイドバイザー（４箇所） 

（６）パワーウインドウ（４箇所） 

（７）その他メーカー標準装備品 

第４ ぎ 装 

製作台数は２台とし，ボディーは鋼板製で，走行による振動等に十分耐え得る構造

で次のとおりとする。 

１ 完成車の寸法及び重量 

（１）全 長     ５,４００ｍｍ以下 

（２）全 高     ２,２５０ｍｍ以下 

（３）全 幅     １,８５０ｍｍ以下 
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（４）車両総重量     ３.５０ｔ未満（別表の積載品等の重量を含む） 

 ※ 普通自動車免許で運転できる規格内であること 

２ ぎ装材料 

（１）フロアーステップ・車体上部・その他必要とする部分は，アルミ縞板とする。 

（２）保護枠・計器板・蝶番・手摺りその他金属の露出部分及び外部に取付けるボルト 

ナット類は全てステンレス製のものを使用すること。 

（３）コーキング類は弾力性があり，永年使用により硬化しないものを使用すること。 

（４）プラスチック類は，全て難燃性のものを使用すること。 

（５）ゴム製品は，全て耐油性の合成ゴムを使用すること。 

３ 小型動力ポンプ 

（１）放水性能はＢ－２級とする。 

（２）遠隔操作盤を両側面に設け放水操作ができること。 

（３）真空ポンプは吸水確認後自動的に停止する構造とする。 

（４）エンジン始動はセル式とする。 

（５）積載状態で容易にバッテリー充電ができる構造であること。 

４ キャブ内装備品等 

（１）隊員の乗降時及び走行時における安全の確保に必要な握り棒，手摺り，安全帯等

を設け, 後部座席の握り棒にはＳ字管フック５個以上を取付け，取付け部には補強

を施すこと。 

（２）後部座席背面に，防火衣等を掛けるフックを４個取付けること。 

（３）後部座席下部に可能な限り資機材収納ボックスを設け，床にはスノコ板（ゴム板） 

を敷くこと。 

５ 取付品及び取付装置 

別表１のとおりとし，同等以上の品を主張する場合は，事前に性能資料を提出し，

新潟市消防局警防課の承認を得るものとする。 

（１）赤色警光灯 

キャブ屋根前面（標識灯，スピーカー付き）に取付けること。 

（２）赤色点滅灯（赤色警光灯と連動） 

ア 車両後部上方の左右対称の位置に取付けること。 

イ フロントバンパー前面の左右対称の位置に取付けること。 

（３）電子サイレンアンプ 

 電子サイレン及び警鐘の擬似音を発することができ，かつ拡声装置としても使用 

できるものであること。 

（４）照明装置（ＬＥＤ式） 

取付けは，当市が指定する位置とし,手動式伸縮柱を取り付けること。（詳細は別

途指示） 

（５）後退灯 
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後退灯は，車両後部左右の支障とならない位置に取付け，後退警報器（ＯＮ，Ｏ

ＦＦ切替スイッチ付き）と連動させること。 

（６）標識灯 

標識灯は黄色とし，丸ゴシック体の黒文字で記入すること。また単独スイッチを

設けること。（詳細は別途指示） 

（７）電動モーターサイレン 

自動吹鳴及び減音スイッチを設け，手動用スイッチをオーバーヘッドコンソール

内，又は単独で助手席付近に設けること。（詳細は別途指示） 

（８）収納ボックス 

ア 収納ボックス内には，ＬＥＤによる照明装置を取付けること。なお，メインス

イッチはキャブ内とする。 

イ ボックス内の配線やコード類は，露出しないように極力隠蔽し，防水加工とす

ること。 

ウ 収納ボックス内に資機材等を収納する際，スイッチ・配線・コード等が接触す

るおそれがある箇所は保護カバーを設けること。 

６ 積載品及び付属品，備品 

別表２，３のとおりとし，安全確実に積載でき，容易に取外しができる堅固な装置

を備えることとする。また，同等以上の性能を有する品を主張する場合は，事前に性

能資料を提出し，新潟市消防局警防課の承認を得るものとする。 

７ 車体の形状及びぎ装要領 

（１）ぎ装は，努めてアルミ板及びステンレス鋼を使用し，総合的な重量軽減を図り，

車両全体の重量バランスを考慮して施工すること。 

（２）車体の骨組みは，完全に自立する構造とし，側板，腰板等に直接大きな荷重を負

担させないこと。 

（３）車体上面は十分強度があり，雨水等が縞板の継目等に滞留及び車体内部に浸水し

ない構造とすること。 

（４）シャシーに骨組みを取付ける場合は，リベット接手又はボルト締めとし，主要部

分のボルトにはダブルナット等の使用により緩み止め防止を施すこと。 

（５）シャシーフレームにぎ装上の構造物，枠組み取付け台等を取付ける場合は，原則

として弛緩しない方法でボルト締めとすること。 

（６）主要積載品及び取付品は，それぞれ強固な固定装置を設けて積載するか，又は取

付けること。 

（７）危険防止のため，手摺り，足掛かり，握り棒を必要な場所に取付けること。 

（８）ステップは周辺折り曲げ構造とし，ブラケット，手摺り，握り棒等を取付ける部

分には，十分な補強を施すこと。（別途協議） 

（９）車体の重要な点検箇所及び主要部分には，点検整備に必要なスペースを確保する

とともに，必要な箇所には点検口又は点検扉を設けること。 
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（10）燃料給油口は，給油に際し容易な位置に設けて，給油口には燃料の種類と容量を

記入すること。 

（11）車体上部は作業が容易に行えるようフラットとしアルミ縞板を張り付けること。

（詳細は別途打合せ） 

（12）床・ステップ等は雨水が溜まらない構造とすること。 

（13）車体上部に無線受信機のアンテナを取り付けること。（詳細は別途打合せ） 

（14）車体の形状は，努めてデパーチャーアングル及びアプローチアングルを考慮する

こと。 

（15）排気管は耐熱措置（カンペハピオ耐熱塗料６００℃又は同等のもの）を施すこと。

８ 資機材収納等 

（１）小型動力ポンプ積載装置 

   荷台部分に小型動力ポンプを積載し，安全で容易に車両後部へ搬出できるスライ 

  ドレール式とし，ポンプ積み下ろし時には，ポンプが車両側板より外側に出るよう 

  レール最後部まで移動し，かつ容易に積み下ろし可能な傾斜式構造とすること。ま 

  た，そのレールについては，小型動力ポンプ積載の有無を問わず，収納時は金具で 

  固定できる構造とすること。 

（２）デッキ上部に二つ折り梯子を積載すること。 

（３）資機材収納棚 

ア 資機材収納については，必要に応じスライド式又は引き出し装置を設けること。 

イ 車体上部にホース等資機材が収納できる構造の１段手摺り枠を設けること。 

ウ 資機材収納棚は，資機材を効率的に積載でき，かつ，使用に際し資機材等の出

し入れが容易に行える構造とすること。 

エ 各棚に取外しが可能なスノコ板（ゴム板）を敷くこと。 

オ 車体両側面シャッターの開口幅は８００ｍｍ以上とすること。 

カ 車体側面及び車体後部は，全てシャッター方式（塗装は車体と同じ）とし，そ

の構造は次のとおりとする。 

（ア）シャッターは，アルミ合金製ローラー方式で，耐久性・防水性を有し，開閉

が任意の位置において停止できる機能を有すること。 

（イ）開閉方法は，開閉ハンドル式（ステンレス製でロック装置付き）又はバーハ

ンドル式（閉鎖用ステー及びロック装置付き）とする。 

（ウ）シャッターの取付けは，走行等の振動で歪んだり，ガタついたりしないよう

確実に行うこと。 

９ 配管等 

（１）小型動力ポンプは，積載状態の放水を可能とするため，固定配管設備を設けるこ 

  と。 

（２）摩擦損失が少なくエアポケットを生じない構造とするとともに，残水しないよう  

  努めて下り勾配とすること。 

（３）防食処理を施すこと。 

（４）残水排除用配管（ドレン）は，パイプ等により車体下部まで配管し，排水する構
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造とすること。 

 （５）両側面に圧力計と連成計を取付け，計器上部に計器灯を取り付けること。 

 （６）両側面に放水コック及び放口（６５ｍｍマチノ式）を取り付けること。 

 （７）運転席側側面に中継コック及び中継口（６５ｍｍマチノ式）を取り付けること。 

 （８）小型動力ポンプの排水導水管及び排気誘導管を設けること。なお，排水と排気は 

   シャーシにかからない構造とすること。 

 （９）ボールコック，ポンプドレン，冷却水ドレンには排水ドレンコックを設け，シャ 

   ーシにかからないように排水できるようにすること。 

 （10）助手席側側面に吸管を収納できるよう固定金具を取り付け，８メートルのソフト 

吸管を吸管エルボを介して吸口に接続し，取り付けること。 

10 その他の取付品等 

（１）消防章（団）は，キャブフロント部に朱色の台座を設けて取付けること。 

（２）各フェンダーに，ゴム製の泥除けを取付けること。 

（３）車両前面に牽引用フックを設けること。 

（４）車体後部左右両側に反射器を取付けること。 

11 電装品関係 

（１）各電装品の電気配線及び無線電話装置関係の配線は，キャブ内張り内を通すこと

とし，キャブ本体の貫通部は，雨水等の漏れを防止するとともに電装品及び各配線 

の取付け箇所が容易に点検できる構造とすること。 

（２）配線及びコネクター等は，防水及び防錆性能を有するものを使用し，コネクター

等に雨水等が直接かからない措置を講ずること。 

（３）路肩灯（ＬＥＤ式）は，左右後輪付近に取付け，スモールライトと連動させるこ

と。 

12 無線受信機 

車載無線受信機（デジタル仕様）等は，現有車両から移設設置すること。（詳細は

別途打合せ）

第５ 塗装等 

１ 塗装要領

塗装・メッキ及び文字の記入は，上質な材料を使用し，入念に仕上げること。 

２ 塗 色 

  朱色（ロックペイント０７３－９０８０ＡＰ－０４４及びロックペイントハイソリ 

 ットウレタン塗装Ｈ－ＥＣＯレッド又は同等品以上） 

  車両外面の塗料はＶＯＣ（揮発性有機溶剤）削減，環境負荷物質（鉛など）を一切 

 含んでいない等，環境を考慮したハイソッドウレタン塗料を使用すること。 
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３ 文字等の記入 

（１）キャブ両側に，丸ゴシック体の白文字で，左読みで「新潟市消防団」，「中央方面

隊」と２段で記入すること。（別途打合せ） 

（２）文字表示等の施行については，新潟市屋外広告物条例に基づくものとする。 

第６ 検 査 

１ 検 査 

本仕様書・承認図書及び協議事項に基づいて行うものとする。 

ただし，一部の検査については，社内検査成績表等により省略するものとする。 

２ 最終検査 

新規登録後，当市が指定する日時及び場所で実施するものとし，検査の結果不備事

項又は不合格品がある場合は，当市の指示する日までに改修又は取替えを行い，再度

検査を受けるものとする。 

第７ 補 則 

１ 疑義等 

（１）仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要な場合は，当市とその都度速

やかに協議し，承認を得ること。 

（２）仕様内容の解釈については，当市の解釈に従うこと。 

２ 登録等の経費 

車両の新規登録に関する一切の経費については，受注者の負担とする。ただし，本

車両にかかる自動車損害賠償責任保険・自動車重量税及び自動車リサイクル法にかか

わる経費は当市が負担する。 

３ 保証期間 

保証期間は，納入の日から起算して２年間とし，保証書を提出すること。ただし，

保証期間経過後といえども，設計，製作，材料等の不良に起因する不具合の発生につ

いては受注者において無償で修復又は取替え等を行うこと。 

なお，故障等が生じた場合の修理等については，速やかに対応すること。 

４ 納 入 

（１）北陸信越運輸局新潟運輸支局の新規登録を受けた後，各部の点検整備及び清掃手

入れを実施のうえ，燃料を満タンとし納入すること。 
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（２）納入の際は，納品書を提出すること。 

（３）納入の際はスタッドレスタイヤ（普通タイヤと組換え）とする。（スペアタイヤ

ホイール付も含む） 

（４）納入場所

   新潟市消防局

（５）納入期限 

平成３０年３月２日（金） 

５ 取扱い説明 

納入者は，当局が別に指示するとおり，本車両及びぎ装装備品等の取扱いについて

専門係員を派遣し取扱い説明を行うこと。 

６ 業務評価 

契約終了後，この契約に対して業務評価を実施する。 
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別表１             取付品及び取付装置 

番号 品      名 数 仕  様  等 取付位置等 

１ ポンプ圧力計 ２個  車両両側面 

２ ポンプ連成計 ２個  車両両側面 

３ 赤色警光灯 1 式 

パトライト  

ＨＷＤ－Ｍ１ＬＣＪＦ－ＲＲ 

大阪サイレン 

ＮＦ－ＭＬ－ＶＪ２Ｍ－ＬＡ１ 

名古屋電気工業 

ＸＢ５７－Ｆ７Ａ５０ 

ｷｬﾌﾞ屋根前方 

４ 赤色点滅灯 １式 

パトライト ＬＰ３－Ｍ１Ｒ ２個 

または大阪サイレン 

ＬＦＡ－１００ ２個

ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ 

左右各１ 

５ 後部点滅灯 1 式 

パトライト ＬＰ３－Ｍ１Ｒ ２個 

または大阪サイレン 

ＬＦＡ－１００ ２個 

車体後部 

左右各１ 

６ 照明灯（ＬＥＤ式） 1 式 
１２Ｖ－２７Ｗ以上 

手動式伸縮柱付・360 度回転可 
当市指定位置 

７ 電子サイレンアンプ 1 式 

パトライト ＳＡＰ－５２０ＦＢ

（Ｃ） 

または大阪サイレン 

Ｍａｒｋ－１０ＴＳＫ－５１０１Ｖ 

運転席付近 

８ モーターサイレン 1 式 大阪サイレン ５ＳＡ ｷｬﾌﾞ屋根 

９ アルミシャッター 3 式 ｱﾙﾐ合金製ﾛｰﾗｰ方式 
右側面 1,左

側面 1,後部 1 

10 路肩灯 2 式 LED 式 後輪付近 

11 消防章 1 個 ｻｲｽﾞ 150 ㎜(朱色台座付) ｷｬﾌﾞﾌﾛﾝﾄ部 

12 火の粉飛散防止装置 １式 脱着式(30 ﾒｯｼｭ以上) 排気管 

13 後部座席握り棒 1 式   

14 フック 1 式 ﾌｯｸ５ 
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別表２             積載品及び付属品 

番号 品      名 数 仕  様  等 取付位置積載別 

１ 

吸管類 

 吸管（金具付き） 

 吸口エルボ 

 吸口ストレーナー 

 吸管ストレーナー 

 吸管ちりよけ籠 

 吸管まくら木 

 吸管ロープ 

 媒介金具 

1 式 

ｴｷｽﾊﾟﾝ式軽量吸管 75㎜×８m 

YONE 製 AS-75SSW または 

東京サイレン TS－3053 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製(75mm) 

藤製,ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ付き 

ﾜﾝﾀｯﾁ式,ｺﾞﾑ製 

ｸﾚﾓﾅ 10mm×15m 

YONE 製 75 ㎜ｵｽﾈｼﾞ 

×65mm 差込ｵｽ(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 

1 本 

1 個 

1 個 

1 個 

1 個 

1 個 

1 本 

1 個 

積載 

積載 

積載 

積載 

積載 

積載 

積載 

積載 

２ 消火栓金具 1 個 

YONE 製 PR-75 

75mm ﾒｽﾈｼﾞ×65mm 差込ﾒｽ 

（ﾛｰﾌﾟ引上式・ﾏｼﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ付き） 

積載 

３ 中継用媒介金具 1 個 65mm ﾒｽﾈｼﾞ×65mm 差込ﾒｽ 積載 

４ 消火栓開閉器 1 式 

消火栓開閉器 

地上式開閉器（新潟仕様） 

地下式開閉器（新潟仕様又は日之出

82型） 

防火水槽用手鍵 

新潟仕様 

1 本

1 本

2 本

積載 

積載 

積載 

５ 吸管スパナ 2 本 ｽﾛｯﾀｰ型 積載 

６ 管そう 1 式 

ﾘﾆｱﾉｽﾞﾙ 結合部65mm差込式 

（肩掛けﾊﾞﾝﾄﾞ付き） 

特殊ﾉｽﾞﾙ NV-65W.Ⅱ 65mm 

PP-65AEXSL 

1 本 

1 個 

1 本 

積載 

７ 三段切替えノズル 1 個 YONE 製 NC-65 積載 

８ とび口 1 式 長さ 1.8m 2 本 積載 

９ 消火器 1 本 
自動車用粉末 20 型 

（固定金具付き） 
積載 

10 スタンドパイプ 1 本 

YONE 製 PS-65DV(呼び・標準，長さ

800mm) 

消火栓結合部 65mm 差込式 

積載 

11 ホースバンテージ 5 枚 ｷﾝﾊﾟｲ  HB-100 積載 

12 携帯投光器 2 個 
ﾌｧｲﾔｰﾊﾞﾙｶﾝ 071F FM 認証ﾓﾃﾞﾙ 

（充電器付） 
積載 

13 応急処置用セット 1 式 災害少人数用救急箱（5～10 人用） 積載 

14 補修用塗料 1 式 500cc はけ 3 本  

15 負皮バンド 2 本 新潟仕様  積載 

16 二つ折り梯子 1 式 赤塗  積載 

17 燃料缶 1 缶 ２０Ｌ・鋼製  積載 
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別表３               車 両 備 品 

番号 品      名 数 仕  様  等 積載別 

１ 自動車工具 1 式 標準付属品 積載 

２ タイヤチェーン 1 式 ﾄﾋﾟｰﾀﾌﾗｲﾄ(ﾊﾞﾝﾄﾞ含む) 2 組 

３ フロアマット 1 式 標準品 積載 

４ 車輪止 2 個 ｺﾞﾑ製 積載 

５ 非常用信号用具 1 本 発煙筒(標準付属品) 積載 

６ 三角表示板 1 個 ﾎﾟｰﾀ工業 PGS-53 積載 

７ 赤旗 1 本 柄は木製,旗の大きさ 30cm 角 積載 

８ ＬＥＤ合図灯 3 本 ﾎﾟｰﾀ工業 RKC-N2 ｱﾙｶﾘ電池付き 積載 

９ セフティコーン 2 個 ﾎﾟｰﾀ工業 PC-450,ｺｰﾝﾍｯﾄﾞ付き 積載 

10 ブースターケーブル 1 組   

11 牽引用ワイヤー 1 本 長さ約 5m  


